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労働基準法は､労働条件の最低基準を定める法律
で､その対象となる「労働者」とは､「職業の種類
を問わず､事業又は事務所に使用される者で､賃金
を支払われる者をいう」とされている（第９条）

つつままりり ⇒⇒  勤勤務務医医もも労労働働基基準準法法上上のの労労働働者者にに該該当当

×

労働基準法は
・労働時間の原則を 日８時間・週 時間以下等と定め、
・その延長を行う場合には労使に基づく協定が必要であること、
・協定を締結することによっても超えられない上限があること
等を定めているが、ここれれららのの規規定定はは勤勤務務医医ににもも適適用用さされれるる。。

答えは →

１（労働基準法の概観と勤務医への適用の有無）

労労働働基基準準法法はは、、労労働働時時間間やや賃賃金金等等労労働働条条件件
のの最最低低基基準準をを定定めめるる法法律律ででああるる。。
ししかかしし、、 時時間間 日日、、患患者者のの命命とと向向きき

合合ううここととがが求求めめらられれるる医医師師（（勤勤務務医医））ににはは、、
労労働働時時間間のの制制限限をを設設けけるるここととがが困困難難ででああるるたた
めめ、、医医師師はは労労働働基基準準法法上上のの労労働働時時間間規規制制のの対対
象象外外とと整整理理さされれてていいるる。。

○○かか、、××かか ？？
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法法律律でで決決ままっってていいるる時時間間をを超超ええてて残残業業ででききるる理理由由はは

法法律律でで、、１１日日やや１１週週間間のの働働くく時時間間がが決決ままっってていいるる。。
ししかかしし、、そそれれをを超超ええてて働働くくここととをを完完全全禁禁止止ににすするるとと、、

業業務務をを遂遂行行すするる上上ででややむむをを得得なないい事事情情がが生生じじたた場場合合にに、、
対対応応ででききななくくななるるおおそそれれががああるる。。
そそののたためめ、、我我がが国国でではは、、労労使使間間のの一一定定のの手手続続ききのの上上

でで行行うう残残業業はは認認めめるるよよううににししてていいるる。。

□□ 協協定定 通称『サブロク協定』

・法定労働時間を超え、または法定休日に労働をさ

せるためには、あらかじめ延長できる時間数や、

休日労働させることができる回数について「時時間間

外外労労働働・・休休日日労労働働にに関関すするる労労使使協協定定」」を締結して

おくことが必要。 労基法第 条

法法定定労労働働時時間間

労働基準法第 条 労働時間
① 使用者は、労働者に休憩時間を除き 週間について 時間を
超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、 週間の各日については、労働者に、休憩時間を
除き 日について 時間を超えて、労働させてはならない。

＊特例措置：商業、映画･演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち
人未満の労働者を使用するものは週 時間とされる。

法定労働時間は

日 時間

労働時間は、原則として

・ 週間に 時間
・ 日について 時間
を超えてはなりません
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法法定定労労働働時時間間をを超超ええてて働働いいたたらら、、

割割りり増増ししししたた賃賃金金がが支支払払わわれれるる。。

法定労働時間を超えて労働させた時間が 箇箇月月にに

つついいてて 時時間間をを超超ええたた場場合合においては、その超え

た時間の労働については、通常の労働時間の賃金

の計算額の 割割以以上上のの率率で割り増しした賃金を支払

わなければならない。 労働基準法第 条

使用者が、法定労働時間を超えて労働させ、又は法定

休日に労働させた場合においては、その時間又はその日

の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の

計算額の 割 分以上 割以下の範囲内でそれぞれ政令

で定める率以上の率で割り増しした賃金を支払わなけれ

ばならない。 労働基準法第 条

○ 医医師師については、医師が行う診療業務の特殊
性等を踏まえ、「適用が５年間猶予」され、
「「令令和和６６（（ ））年年４４月月かからら」」とされるなど、
一般労働者と異なる基準が設定されている。

○ 一一般般労労働働者者については、平平成成 （（ ））年年
月月から適用されている。

【【上上限限規規制制】】「「３３６６協協定定をを締締結結すするるここととにによよっってて
もも超超ええらられれなないい上上限限」」のの設設定定ににつついいてて
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⇒⇒２２００３３５５年年度度末末をを
目目標標ににBBはは終終了了 ⇒⇒将将来来にに向向けけてて縮縮減減方方向向

22002244年年４４月月～～医医師師にに適適用用さされれるる規規制制

年年996600時時間間／／
月月110000時時間間
未未満満（（例例外外あありり））

※※ いいずずれれもも休休日日
労労働働含含むむ

年年11,,886600時時間間／／月月110000時時間間 未未満満
（（例例外外あありり）） ※※いいずずれれもも休休日日労労働働含含むむ

（（原原則則））
１１かか月月4455時時間間
１１年年336600時時間間
※※ここのの（（原原則則））ににつつ
いいててはは医医師師もも同同様様

（（例例外外））
・・年年772200時時間間
・・複複数数月月平平均均8800時時間間
（（休休日日労労働働含含むむ））
・・月月110000時時間間未未満満
（（休休日日労労働働含含むむ））
年年間間６６かか月月ままでで

ＡＡ
診診療療従従事事勤勤務務

医医
（（22002244年年度度以以降降にに
適適用用さされれるる水水準準））

一一般般則則
【時
間
外
労
働
の
上
限
】

集集中中的的技技能能向向上上水水準準
((医医療療機機関関をを特特定定))

ＣＣ--１１ ＣＣ--２２

医医籍籍登登録録後後のの臨臨
床床従従事事６６年年目目以以降降
のの者者がが、、高高度度技技能能
のの育育成成がが公公益益上上
必必要要なな分分野野ににつついい
てて、、特特定定のの医医療療機機
関関でで診診療療にに従従事事
すするる際際にに適適用用

初初期期・・後後期期研研修修医医
がが、、研研修修ププロロググララ
ムムにに沿沿っってて基基礎礎的的
なな技技能能やや能能力力をを修修
得得すするる際際にに適適用用

月月のの上上限限をを超超ええるる場場合合のの面面接接指指導導とと就就業業上上のの措措置置

地地域域医医療療確確保保
暫暫定定特特例例水水準準
((医医療療機機関関をを指指定定))

連連携携
ＢＢ

ＢＢ

連連携携ＢＢのの場場合合はは、、
個個々々のの医医療療機機関関にに
おおけけるる時時間間外外・・休休
日日労労働働のの上上限限はは年年
９９６６００時時間間以以下下

「「連連続続勤勤務務時時間間制制限限2288時時間間／／勤勤務務間間イインンタターーババルル９９時時間間のの確確保保／／代代償償休休息息」」 ののセセッットト

【【追追加加的的健健康康確確保保措措置置】】 （（連連携携BB、、BB、、CC--１１及及びびCC--２２はは義義務務））
AAはは努努力力義義務務（（たただだ
しし、、３３６６協協定定のの上上限限時時
間間数数がが一一般般則則をを超超ええ
なないい場場合合はは義義務務ななしし））

医師の時間外労働規制

内の数値は、３か月を超え 年以内の変形労働時間制の場合

原 則（下記事情
がない場合） 時間外労働

① 月 時間 、
② 年間 時間

｢臨時的｣で
｢特別の事情｣
がある場合

時間外労働
① 年 時間以内
② 月 時間超は年 か月まで

時間外労働
＋休日労働

○ か月 時間未満

協協定定 ササブブロロクク協協定定 をを結結んんででもも、、無無制制限限にに
残残業業ささせせらられれるるわわけけででははなないい。。

・・ 年 月から時間外労働の上限規制が施行。

・ 協定で締結する時間に上限が設定され、時間外労働は月

時間、年間 時間まで（臨時的で特別の事情がある場合につ

いても下表の時間数が限度 とされている。

※中小企業は 年 月から

・加えて、 協定で締結する時間数に関わらず、以下も守る必要がある。

か月 時間未満／ ～ か月平均で月 時間以内

（※この規制は副業・兼業に係る労働時間も通算して守る必要あり。）

一般
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働き方と医療安全との関係①

Belenky et al, J Sleep Res 2003Dawson & Reid, Nature 1997

２２．．睡睡眠眠とと作作業業能能力力のの関関係係（（第第５５回回検検討討会会 高高橋橋正正也也参参考考人人報報告告資資料料よよりり抜抜粋粋））

１１．．医医療療事事故故ややヒヒヤヤリリ・・ハハッットトのの経経験験（（勤勤務務時時間間区区分分ごごとと））

 医療事故やヒヤリ・ハットを経験した割合は、勤務時間が長くなるほど上昇する。

 睡眠不足は、作業能力を低下させたり、反応の誤りを増加させたりすることがわかっている。

（出典）平成29年度厚生
労働省・文部科学省委託
「過労死等に関する実態把
握のための労働・社会面の
調査研究事業報告書（医療
に関する調査）」（平均的な１ヶ月における実勤務時間）

第 回医師の働き方改革に関する検討会
（ ）資料２

働き方と医療安全との関係②

○ 卒後 年目の研修医 名を対象とし、【 時間以上の連続勤務を認めた従来のプログ
ラム】と【連続時間を 時間以内に制限した介入プログラム】での勤務時間、睡眠時
間、夜間の注意力欠如について評価したクロスオーバー試験の結果、介入プログラム
で勤務時間の減少、睡眠時間の延長、夜間の注意力欠如の減少が認められたことが報
告されている（ ）。右図（ を改
変）参照。

○ 【3日に1回の当直を含む連続勤務時間の制限のない従来プログラム】と【連続勤務
を16時間以内、1週間あたりの勤務時間を63時間までに制限した介入プログラム】での
研修医の医療過誤を比較したランダム化試験では、従来プログラムで医療過誤が36％
多いこと（Landrigan, 2004）が示された。

○ 【1週間あたりの勤務時間が80時間以上の研修医】と【80時間未満の研修医】の入院
患者への治療アウトカムを比較したコホート研究において、80時間未満の研修医の方
が複合（死亡率、ICUへの転床率、30日以内の再入院率）アウトカムや入院日数、ICUへ
の転床率で有意に良好であること（Ouyang, 2016）などが示された研究からも支持され
た。

○ 【24 時間以上の連続勤務時間を許容したプログラム】と【16時間以内に制限したプ
ログラム】とを比較し、全体の解析では、当初の予想とは異なり、長時間労働が制限
されたにもかかわらず、医療過誤が多いことが示された。原因として16時間以内に制
限したプログラムにおける担当患者数が多いことや、仕事の負荷の増大等が挙げられ
ている。一方、一部の施設においては、16時間以内に制限したプログラムにおいて医
療過誤が減少しており、施設ごとの結果は一致していないことも併せて報告された
（Landrigan, 2020）。

○ 長時間労働と医療過誤の関連については、議論がいまだ続いている。

勤務時間の短縮と注意力

を改変

勤務時間の短縮と注意力

を改変

勤務時間の短縮と注意力

を改変
を改変

医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまめ（ ） 別添１より

抜粋

勤務時間の短縮と注意力
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使用者は、労働契約の締結に際し、労働者
に対して賃金、 労働時間その他の労働条件を
明示しなければならない 労基法第 条 とされ
ており、法律で規定する一定の主要な労働条
件については、労働条件通知書を交付するな
ど、必ず書面で明示する必要がある。

※なお、使用者（病院）には、以下の義務もある。
• 賃金の計算方法等は「就業規則」に記載しなければならな
い（労基法第 条）。

• 作成した就業規則を労働者に周知しなければならない 労
基法第 条 。

○答えは →

病病院院等等にに就就職職すするるここととはは、、法法律律的的ににはは労労
働働契契約約をを締締結結すするるここととをを意意味味すするるがが、、
労労働働契契約約締締結結にに際際ししてて、、給給料料やや労労働働時時間間なな
どどのの労労働働条条件件ににつついいててはは、、使使用用者者はは労労働働者者
にに対対ししてて、、必必ずず、、「「書書面面（（労労働働条条件件通通知知
書書））」」にによよりり明明示示すするる必必要要ががああるる。。

○○かか、、××かか ？？

２ （労働契約）
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労働契約とは、労働者が労働する 働く ことと、使用
者がその労働に対して報酬 給与 を支払うことをお互い
合意して約束すること。

労労働働契契約約ととはは・・・・・・

・ 労働契約は口頭でも成立するが、できる限り書面で確認を。

・ 給与や働く時間など一定の労働条件ににつついいててはは、使用者は、労
働者に対して書面で明示する義務がある 第 条第 項 。

・ 明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即
時に労働契約を解除することができる（第 条第 項）

労働契約の
基本

働働きき始始めめるるととききににはは・・・・・・

①① 労労働働条条件件通通知知書書を受け取りましょう。

②② 就就業業規規則則を確認しましょう。

○○労労働働条条件件はは、、雇雇用用契契約約期期間間のの長長短短にに関関わわららずず明明示示さされれまますす。。

○○臨臨時時のの短短期期間間のの診診療療応応援援のの場場合合もも適適用用さされれまますす。。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法第 条 抜粋

常時 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる
事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければ
ならない。 労働基準法第 条

労働契約の
基本
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労働時間は、実態を見て判断される。
労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置

かれている時間」を指し、客観的に決定され
るものとされている。

※ 仮に労働契約、就業規則、労働協約等で、労働時
間の範囲が定められていたとしても、
客観的に使用者の指揮命令下に置かれているもの
と評価できる場合は、
就業規則等で定める時間の範囲外であっても、労
働時間に該当する。

×答えは →

労労働働基基準準法法上上のの労労働働時時間間ととはは、、
「「労労働働契契約約、、就就業業規規則則、、労労働働協協約約等等にによよ
りり、、労労働働時時間間ととししてて一一義義的的にに定定めめらられれたた
時時間間」」ののここととをを言言うう。。

○○かか、、××かか ？？

３ （労働時間）
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○○会会社社にに義義務務付付けけらられれたた準準備備・・後後始始末末ををすするる時時間間
→着用を義務付けられた服装への着替え、

業務に関連して行わざるを得ない清掃も労働時間
・ 「診療開始時刻 ≠ 始業時間」

○○院院内内でで緊緊急急時時にに備備ええてて待待っってていいるる時時間間
→「手待ち時間」も労働時間

○○研研修修・・教教育育、、会会議議・・委委員員会会等等へへのの出出席席
→強制・命令であれば労働時間

・ 任意出席の場合は、原則労働時間には当たらない
・ しかし欠席の場合に不利益に取扱うなら労働時間

労労働働時時間間
ととはは？？

使使用用者者のの指指揮揮命命令令下下にに
置置かかれれてていいるる時時間間

医医師師（（勤勤務務医医））はは、、 時時間間 日日、、
患患者者のの命命とと向向きき合合ううここととがが求求めめらられれるる
がが、、育育児児休休業業やや短短時時間間勤勤務務制制度度ななどど、、
仕仕事事とと家家庭庭・・育育児児等等のの両両立立にに関関すするる法法
令令にに基基づづくく支支援援をを活活用用ででききるる。。

○○かか、、××かか ？？

４ （仕事と家庭・育児等の両立）
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○ この点は医師についても同じである。
○ 「医師の健康が確保され、かつ医師自身がライフ
ステージや状況に合わせた選択」が出来る働き方
の実現が求められている。

日本は人口減少社会であり、女性や高齢者、その他
多様な人材が、その持てる能力を十分に発揮して働
くことが欠かせない。

そのため、多様な働き方が可能な社会、仕事と生活
の両立など、個々人の仕事以外の事情とも両立可能
な働き方を実現していく必要がある。

多多様様なな働働きき方方

全ての労働者が、仕事と家庭・育児等を両
立できることが重要です。このため、医師で
あっても、男女問わず、育児休業や短時間勤
務制度など、法令に基づく支援を活用できま
す。（育児・介護休業法）

なお、医師であっても、産前・産後休業が
適用されます。（労働基準法）

○答えは →
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妊娠
判明

産前
６週間

出産
（予定）日

産後
８週間 １歳

１歳
６ヶ月 ３歳 就学

所所定定労労働働時時間間のの短短縮縮措措置置等等
【原則】短時間勤務制度（１日の所定労働時間が６時間以下）

〈〈短短時時間間勤勤務務制制度度をを講講じじるるここととがが困困難難とと認認めめらられれるる業業務務のの代代替替措措置置〉〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所所定定労労働働時時間間のの短短縮縮措措置置等等
【原則】短時間勤務制度（１日の所定労働時間が６時間以下）

〈〈短短時時間間勤勤務務制制度度をを講講じじるるここととがが困困難難とと認認めめらられれるる業業務務のの代代替替措措置置〉〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所所定定外外労労働働のの制制限限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

所所定定外外労労働働のの制制限限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時時間間外外労労働働・・深深夜夜業業のの制制限限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

時時間間外外労労働働・・深深夜夜業業のの制制限限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子子のの看看護護休休暇暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

子子のの看看護護休休暇暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

妊娠・出産・育児期の両立支援制度

軽易業務への転換軽易業務への転換

産前休業産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限坑内業務・危険有害業務の就業制限

妊婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

男性は子の出生
日（又は予定日）
から取得可能

男性は子の出生
日（又は予定日）
から取得可能

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定労働時間
の短縮、又はそ
れに準ずる措

置

所定外労働の
制限、又はそれ
に準ずる措置

：労基法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

：均等法上の制度

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

産後休業産後休業

育児休業、
又はそれに準ずる措置

育育児児休休業業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

育育児児休休業業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

育児目的休暇育児目的休暇

母性健康管理の措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）母性健康管理の措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）

出出生生時時育育児児
休休業業（（産産後後
パパパパ育育休休））

出出生生時時育育児児
休休業業（（産産後後
パパパパ育育休休））

○労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」
⇒労働基準法などの法令・制度をアニメ等で手軽に学習、相談窓口や行政の取組の紹介
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/top.html

○各種リーフレット掲載ページ
⇒時間外労働の上限規制や年次有給休暇制度などの説明資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

○いきいき働く医療機関サポートWeb「いきサポ」
⇒働き方・休み方改善などに取り組む医療機関の事例などを掲載
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/

○働き方改革の実現に向けて
⇒働き方改革に関する情報サイトや関係法令などを掲載
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html

○「医師の働き方改革に関する検討会」
⇒新たな医師の働き方を踏まえた医師に対する時間外労働規制の具体的な在り方、医師の勤務環境改善策などに

係る議論を行い、検討会報告書を公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_469190.html

○「医師の働き方改革の推進に関する検討会」
⇒医師の時間外労働の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項や医師の時間外労働の

実態把握などに係る議論を行い、中間取りまとめを公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html

○「勤務医に対する情報発信に関する作業部会」
⇒医師の働き方改革に関する勤務医への効果的な情報発信に係る議論を行い、議論のまとめを公表
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22031.html

法法令令・・制制度度等等をを知知るるたためめののココンンテテンンツツ
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労労働働基基準準監監督督署署
（（労労働働時時間間相相談談・・支支援援ココーーナナーー））
労労働働基基準準監監督督署署
（（労労働働時時間間相相談談・・支支援援ココーーナナーー））

都都道道府府県県労労働働局局都都道道府府県県労労働働局局

産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（各各種種支支援援））
こここころろのの耳耳相相談談（（相相談談対対応応ななどど））
産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（各各種種支支援援））
こここころろのの耳耳相相談談（（相相談談対対応応ななどど））

働働
きき
方方
改改
革革
推推
進進
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー

働働
きき
方方
改改
革革
推推
進進
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー

テテレレワワーークク相相談談セセンンタターーテテレレワワーークク相相談談セセンンタターー

労働時間・年次有給休暇に関するお問い合わせ
例 ・ 協定のことが分からない

・労働時間管理のことが分からない

労働時間・年次有給休暇に関するお問い合わせ
例 ・ 協定のことが分からない

・労働時間管理のことが分からない

同一労働同一賃金に関するお問い合わせ
例 ・何を気を付ければ良いか教えてほしい
同一労働同一賃金に関するお問い合わせ
例 ・何を気を付ければ良いか教えてほしい

労働者の産業保健対策に関するお問い合わせ
例 ・医師の面接指導を受けたい

・メンタルヘルスについて相談したい

労働者の産業保健対策に関するお問い合わせ
例 ・医師の面接指導を受けたい

・メンタルヘルスについて相談したい

働き方改革の取組に関するお問い合わせ
例 ・何を行えば良いか分からない
働き方改革の取組に関するお問い合わせ
例 ・何を行えば良いか分からない

テレワークのお問い合わせ
例 ・テレワークの導入方法を教えてほしい
テレワークのお問い合わせ
例 ・テレワークの導入方法を教えてほしい

相相談談内内容容にに関関すするる支支援援先先一一覧覧

都都道道府府県県労労働働局局都都道道府府県県労労働働局局
仕事と家庭の両立に関するお問い合わせ
例 ・育児休業について教えてほしい
仕事と家庭の両立に関するお問い合わせ
例 ・育児休業について教えてほしい

※医療機関からの医療従事者の勤務環境改善に関するお問合せについては、「医療勤務環境改善支援センター」をご案内しています。
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年 月 日

資料２

第２部講義資料
（参考資料）
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○労働基準法＝ 労働契約、賃金、労働時間等労働条件
の最低基準を定める法律

○対象となる 「職業の種類を問わず、事業又は事務所
「労働者」＝ に使用される者で、賃金を支払われる

者をいう」（労基法第９条）
⇒ 勤務医も労働基準法上の労働者である。

労働基準法は
・ 労働時間の原則 ＝ 日８時間・週 時間以下等
・ 延長を行う場合 ＝ 労使に基づく協定 協定 が必要

（※ただし、協定を締結することによっても超えられない上限がある）

等を定めているが、これらの規定は勤務医にも適用され
る。

2

労労働働基基準準法法のの労労働働者者ととはは？？

勤務医と労働時間規制の適用

1
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医医 師師 ＝ 医師が行う診療業務の特殊性等を踏まえ、
５年間猶予され、令和６（ ）年４月か
ら適用される
⇒ 医師には、一般労働者と異なる基準が設定され

ることとされているが、しかし、決して労働時間

規制の対象外ではない。

労働基準法上の労働時間に関する規制のうち、
労使協定（ 協定）を締結することによっても、
超えられない上限の設定

一般労働者 ＝ 平成 （ ）年４月から適用

3

協協定定にによよっっててもも超超ええらられれなないい上上限限

○「我が国の医療は、医師の自己犠牲的な長時間労働により支え
られており、危機的な状況」

○「医師は、昼夜問わず、患者への対応を求められうる仕事であ
り、特に、 代、 代の若い医師を中心に、他職種と比較し
ても抜きん出た長時間労働の実態にある。」

○「こうした医師の長時間労働は、個々の医療現場における「患
者のために」「日本の医療水準の向上のために」が積み重なっ
たものではあるが、日本のよい医療を将来にわたって持続させ
るためには、現状を変えていかなくてはならない。」

○「医師の健康確保が本人の利益という観点からだけではなく、
医療安全の観点からも求められる」

医師の労働時間の上限時間数について検討を行っていた「医師の
働き方改革に関する検討会」（平成 １年３月 報告書）では、

4
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働き方と医療安全との関係①

Belenky et al, J Sleep Res 2003Dawson & Reid, Nature 1997

２２．．睡睡眠眠とと作作業業能能力力のの関関係係（（第第５５回回検検討討会会 高高橋橋正正也也参参考考人人報報告告資資料料よよりり抜抜粋粋））

１１．．医医療療事事故故ややヒヒヤヤリリ・・ハハッットトのの経経験験（（勤勤務務時時間間区区分分ごごとと））

 医療事故やヒヤリ・ハットを経験した割合は、勤務時間が長くなるほど上昇する。

 睡眠不足は、作業能力を低下させたり、反応の誤りを増加させたりすることがわかっている。

（出典）平成29年度厚生
労働省・文部科学省委託
「過労死等に関する実態把
握のための労働・社会面の
調査研究事業報告書（医療
に関する調査）」（平均的な１ヶ月における実勤務時間）

第 回医師の働き方改革に関する検討会
（ ）資料２

6

○「もとより国民に対する医療提供体制の確保は重要であるが、
医師は、医師である前に一人の人間であり、健康への影響や過
労死さえ懸念される現状を変えて、健康で充実して働き続ける
ことのできる社会を目指していくべきである」

こと等が指摘され、

○「 医師についても、一般則が求めている水準と同様の労働時
間を達成することを目指して労働時間の短縮に取り組むこと」
とされている。

○ 患者の命と向き合う「プロフェッショナル」である医師には、
自らが提供する医療の質・安全の確保に努めることが求められる。
○ 睡眠不足下で働くことは、医療の質・安全を脅かすことも指摘
されている。
○ 医師が、自らの健康が確保できるような働き方を志向すること
は、プロフェッショナルとしての責任を果たすことに通じる。 5
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働き方と医療安全との関係②

○ 卒後 年目の研修医 名を対象とし、【 時間以上の連続勤務を認めた従来のプログ
ラム】と【連続時間を 時間以内に制限した介入プログラム】での勤務時間、睡眠時
間、夜間の注意力欠如について評価したクロスオーバー試験の結果、介入プログラム
で勤務時間の減少、睡眠時間の延長、夜間の注意力欠如の減少が認められたことが報
告されている（ ）。右図（ を改
変）参照。

○ 【3日に1回の当直を含む連続勤務時間の制限のない従来プログラム】と【連続勤務
を16時間以内、1週間あたりの勤務時間を63時間までに制限した介入プログラム】での
研修医の医療過誤を比較したランダム化試験では、従来プログラムで医療過誤が36％
多いこと（Landrigan, 2004）が示された。

○ 【1週間あたりの勤務時間が80時間以上の研修医】と【80時間未満の研修医】の入院
患者への治療アウトカムを比較したコホート研究において、80時間未満の研修医の方
が複合（死亡率、ICUへの転床率、30日以内の再入院率）アウトカムや入院日数、ICUへ
の転床率で有意に良好であること（Ouyang, 2016）などが示された研究からも支持され
た。

○ 【24 時間以上の連続勤務時間を許容したプログラム】と【16時間以内に制限したプ
ログラム】とを比較し、全体の解析では、当初の予想とは異なり、長時間労働が制限
されたにもかかわらず、医療過誤が多いことが示された。原因として16時間以内に制
限したプログラムにおける担当患者数が多いことや、仕事の負荷の増大等が挙げられ
ている。一方、一部の施設においては、16時間以内に制限したプログラムにおいて医
療過誤が減少しており、施設ごとの結果は一致していないことも併せて報告された
（Landrigan, 2020）。

○ 長時間労働と医療過誤の関連については、議論がいまだ続いている。

勤務時間の短縮と注意力

を改変

勤務時間の短縮と注意力

を改変

勤務時間の短縮と注意力

を改変
を改変

医師の働き方改革の推進に関する検討会
中間とりまめ（ ） 別添１より

抜粋

勤務時間の短縮と注意力

7

外科における当直明けの手術参加の状況（平成 年度調査）
 当直明けの手術参加の有無について、「いつもある」が ％でもっとも多く、次いで「しばしばある」が ％、

「まれにある」が ％であり、ほとんどが当直明けの手術参加経験を有している。

 当直明け手術参加経験がある場合、当直が手術に与える影響について、「医療事故・インシデントはないが、まれに
手術の質が低下することがある」が ％で突出して多い。

（出典）日本外科学会「平成２
４年度日本外科学会会員の労働
環境に関するアンケート調査」

【【当当直直明明けけのの手手術術参参加加経経験験ががああるる場場合合】】当当直直がが手手術術にに与与ええるる影影響響

最最近近（（ここここ ～～ 年年））ににおおけけるる、、当当直直明明けけのの手手術術参参加加のの有有無無

【【当当直直明明けけのの手手術術参参加加経経験験ががああるる場場合合】】
「「当当直直明明けけはは休休みみ」」ののルルーールルをを作作るるべべききかか

8
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10

各水準の指定と適用を受ける医師について

医療機関

Ａ水準の業務に
従事する医師

Ｂ水準の業務に
従事し、長時間労働が

必要となる医師

長時間、集中的に経験を
積む必要のある研修医

特定の高度な技能の修得
のため集中的に長時間
修練する必要のある医師

医医療療機機関関にに
必必要要なな指指定定

医医師師にに適適用用さされれるる水水準準

36協定で定めること
ができる時間*

実際に働くことが
できる時間*（通算）

－ 996600以以下下 996600以以下下

連携 996600以以下下 11,,886600以以下下

11,,886600以以下下 11,,886600以以下下

11,,886600以以下下 11,,886600以以下下

11,,886600以以下下 11,,886600以以下下

地域医療確保のために
派遣され､通算で長時間
労働が必要となる医師

Ａ水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる水準を適用
させるためには、医療機関はそれぞれの水準についての指定を受ける必要がある。

年の時間外・休日労働時間数（簡明さを優先し、詳細は省略）

臨床研修医には
より強い健康確保措置

△△科 ××科 ○○科

臨床研修

専門研修

夜間･休日･時間外
対応が頻繁に
発生する業務

※

※特定の高度な技能の修得のための業務 この医療機関の例の場合、
連携Ｂ､Ｂ､Ｃ ､Ｃ の４つの指定が必要となる。

（それぞれの指定要件は大部分が共通）

■■ 令和６（ ）年４月以降の姿 ■■
医師は自らに適用される水準を認識して働く必要がある

10

勤勤務務間間イインンタターーババルルのの確確保保
①① 時時間間以以内内にに９９時時間間
②② 時時間間以以内内にに 時時間間
ののいいずずれれかか
及及びび代代償償休休息息ののセセッットト（（義義務務））

注 臨床研修医については連続勤務時間制限
を強化・徹底する観点から、勤務間インター
バルは、

① 時間以内に９時間
② 時間以内に 時間
のいずれかとなる。

医師の時間外労働規制について医師の時間外労働規制について

ＣＣ ２２

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置

年４月～

年 時間／
月 時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

年 時間／
月 時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む

（原則）
１か月 時間
１年 時間

※この（原則）については医師も同様。

（例外）
・年 時間
・複数月平均 時間
（休日労働含む）
・月 時間未満
（休日労働含む）
年間６か月まで

ＡＡ：：診診療療従従事事勤勤
務務医医にに 年年度度
以以降降適適用用さされれるる

水水準準

Ａ

将来
（暫定特例水準の解消

（＝ 年度末を目標）
後）

一般則

【【
追追
加加
的的
健健
康康
確確
保保
措措
置置
】】

【
時
間
外
労
働
の
上
限
】

年 時間／月 時間未満（例外あり）
※いずれも休日労働含む
⇒将来に向けて縮減方向

集集
中中
的的
技技
能能
向向
上上
水水
準準

医医
療療
機機
関関
をを
指指
定定

ＣＣ １１ ＣＣ ２２
Ｃ １：臨床研修医・専攻医が、研修

プログラムに沿って基礎的な技能や

能力を修得する際に適用

※本人がプログラムを選択

Ｃ ２：医籍登録後の臨床従事６年目

以降の者が、高度技能の育成が公益

上必要な分野について、指定された

医療機関で診療に従事する際に適用

※本人の発意により計画を作成し、

医療機関が審査組織に承認申請

ＣＣ １１ ＣＣ ２２

年 時間／
月 時間（例外あり）
※いずれも休日労働含む

※あわせて月 時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

地地
域域
医医
療療
確確
保保
暫暫
定定
特特

例例
水水
準準

医医
療療
機機
関関
をを
指指
定定

連連携携ＢＢ ＢＢ

※連携Ｂの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年 時間以下。

■■ 令和６（ ）年４月以降の姿 ■■
医師の労働時間の上限は２種に大別。高い上限時間数が適用さ
れる医師には追加的健康確保措置により日々の休息を確保。

9

※実際に定める 協定の上限
時間数が一般則を超えない
場合を除く。

勤勤務務間間イインンタターーババルルのの
確確保保

①① 時時間間以以内内にに９９時時間間
②② 時時間間以以内内にに 時時間間
ののいいずずれれかか
及及びび代代償償休休息息ののセセッットト
（（努努力力義義務務））

※実際に定める 協定の上限時間数が
一般則を超えない場合を除く。

＜＜ＡＡ水水準準＞＞
勤勤務務間間イインンタターーババルルのの確確保保
①① 時時間間以以内内にに９９時時間間
②② 時時間間以以内内にに 時時間間
ののいいずずれれかか
及及びび代代償償休休息息ののセセッットト（（努努力力義義務務））

＜＜ＣＣ水水準準＞＞
上上記記ＡＡ水水準準のの勤勤務務間間イインンタターーババルル及及びび
代代償償休休息息ののセセッットト（（義義務務））

臨床研修医の勤務間インターバルは、
① 時間以内に９時間
② 時間以内に 時間
のいずれかとなる。

勤勤務務間間イインンタターー
ババルルのの確確保保

①① 時時間間以以内内にに
９９時時間間

②② 時時間間以以内内にに
時時間間

ののいいずずれれかか

及及びび代代償償休休息息
ののセセッットト（（義義務務））

将来に向けて
縮減方向
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※開始年限は、臨床研修部会等において検討

都道府県による特例水準医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

都道府県による特例水準医療機関の指定
（医療機関からの申請）

地域医療への影響等を踏まえた都道府県の判断

年４月に向けたスケジュール年４月に向けたスケジュール

※審査組織における審査に関する規定は 年 月施行

※第三者評価に関する規定は 年 月施行

※特例水準は、指定の対象となった業務に
従事する医師に適用される。

医師についての時間外労働の上限規
制の適用開始（改正労働基準法の施

行）
年度 年度 年度 年度

➢ 時短計画に基づく取組み
➢ 特例水準適用者への追加

的健康確保措置
➢ 定期的な時短計画の見直

し、評価受審

時間外労働が年960時間以下の医師
のみの医療機関は都道府県の指定不要

特例水準の指定を受けた
医療機関

労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み労務管理の一層の適正化・タスクシフト／シェアの推進の取組み

連携Ｂ水
準 Ｂ水準

Ｃ １水準 Ｃ ２水準

※一医療機関は一つ又は複数の水準の指定

時短計画案の作成時短計画案の作成
都道府県の指定を受けようとする場合は、第三者評価を受審する前までに作成

※時間外労働が年 時間を超えている医師がいる医療機関は、時短計画を作成し取り組むよう努め、
その時短計画に基づく取組（ ）に対して都道府県が支援

医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価医療機関勤務環境評価センターによる第三者評価
労働時間実績や時短の取組状況を評価

臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示臨床研修・専門研修プログラムにおける時間外労働時間数の明示
Ｃ １水準

※都道府県の指定に関する事前
準備規定は 年 月施行

審査組織による医療機関の個別審査審査組織による医療機関の個別審査
特定の高度な技能の教育研修環境を審査

連携Ｂ水
準
水準

Ｃ １水準
Ｃ ２水準

Ｃ ２水準

■■ 令和６（ ）年４月以降に向けて ■■
各医療機関において、状況に応じた取組が始まっている

11

医師の健康確保

12
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使用者は、 年以内ごとに１回、常時使用する労働者に
対して、ストレスチェックを実施（労働者数 名未満の

事業場においては努力義務）。（労働安全衛生法第 条の ）
・ ストレスに関する質問票に記入しストレス状態を確認
・ その結果に基づき、面接指導・集団分析等を実施

○ 労働災害による死亡者数、死傷者数は長期的にみて減少傾向
にあるものの、精神障害に係る労災認定件数は増加傾向
⇒ 労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止することが重要
な課題となっている。

⇩⇩
○ こうした背景を踏まえ、平成２６年に労働安全衛生法が改正
⇒ 労働者のストレスの程度を把握し 、労働者自身のストレス
への気付きを促すとともに、職場改善につなげ 、働きやす
い職場づくりを進めることを狙い、ストレスチェック制度が
創設された。

14

○使用者は、常時使用する労働者に対して、
・ 年以内ごとに１回の定期健康診断の実施、
・ 深夜業務等に従事する労働者に対しては、 か月
以内ごとに１回の健康診断の実施

が義務付けられている

○労働者側にも、これらの健康診断の受診義務がある

（労働安全衛生法第 条第１項・第５項）

労働安全衛生法では、労働者の健康確保のために、
健康診断など様々な措置をとることを使用者に義務
付けている

13

健健康康診診断断ととスストトレレススチチェェッックク
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労働安全衛生法では、労働者の健康確保のために、健康診断などさまざまな措置
をとることを使用者に義務付けています。（労働安全衛生法第６６条）

健康確保

そそののほほかかににもも・・・・・・長長時時間間労労働働者者ににつついいててはは
②②「「医医師師にによよるる面面接接指指導導」」
（（労労働働安安全全衛衛生生法法第第６６６６条条のの８８第第１１項項））

①①定定期期健健康康診診断断
常常時時使使用用すするる労労働働者者にに対対ししてて 年年以以内内ごごととにに 回回のの定定期期健健康康診診断断をを実実施施すするる必必要要

ががあありりまますす。。
深深夜夜業業務務、、放放射射線線業業務務、、特特定定化化学学物物質質やや有有機機溶溶剤剤のの取取扱扱業業務務にに従従事事すするる場場合合はは、、
かか月月以以内内ごごととにに１１回回のの健健康康診診断断をを行行うう必必要要ががあありりまますす。。

③③スストトレレススチチェェッックク
（（労労働働安安全全衛衛生生法法第第６６６６条条のの１１００第第１１項項））
（（労労働働者者数数 名名未未満満はは努努力力義義務務

15

・ 死亡者数、休業４日以上の死傷者数ともに、長期的には減少傾向にある。
・ 死亡者数は、平成29年以降減少傾向にあったものの、増加に転じた。
・ 休業４日以上の死傷者数は、近年、増加傾向にあり、平成10年以降で過去最多となった。

労働災害による死亡者数、死傷者数の推移

4,330

3,725

3,345 3,302

3,326

3,077

3,009

2,912

2,674

2,588

2,635

2,572

2,318

2,342

2,549

2,419

2,550

2,489

2,354

2,245

2,301

2,414

2,363

2,078
1,844

1,992 1,889

1,790

1,658

1,628

1,620

1,514

1,472

1,357

1,268

1,075

1,195

1,024

1,093

1,030

1,057

972

928

978

909

845

802

867

0
500

1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

昭和

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
平成

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
令和

1 2 3

347,407

322,322
333,311

345,293 348,826

340,731

335,706

312,844
294,319

278,623

271,884

257,240

246,891

232,953
226,318

217,964

210,108

200,633

189,589

181,900

176,047

167,316

162,862

156,726

148,248

137,316

133,948

133,598

125,918

125,750

122,804

120,354

121,378

121,356

119,291

105,718

107,759

114,176

119,576

118,157

119,535

116,311

117,910

120,460

127,329

125,611

131,156

149,918

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

休業４日以上の死傷者数（人）

死
傷
者
数
お
よ
び
死
亡
者
数
（
人
）

出典：平成23年までは、労災保険給付データ（労災非適用事業を含む）、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成
平成24年からは、労働者死傷病報告、死亡災害報告より作成

※（）内は新型コロナウイルス感染症のり患による労働災害を除いたもの。

死亡者数（人）

（125,115）

（130,586）

（784）

（778）

16
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医師に係る時間外労働規制については、以下の点を考慮する必要がある。

・ 医師についても、一般則が求めている水準と同様の労働時間を達成す
ることを目指して労働時間の短縮に取り組むこと

・ 医療の公共性・不確実性を考慮し、医療現場が萎縮し必要な医療提供
体制が確保できなくなることのないような規制とする必要があること。
その場合であっても、医療安全の観点からも、医師が健康状態を維持
できることは重要であること。

・ 具体的な取組として、１日６時間程度の睡眠を確保できるようにする
こと。継続的に労働時間のモニタリングを行い、一定以上の長時間労
働の医師がいる医療機関に対して、重点的な支援を行うこと。

・ 医師の知識の習得や技能の向上のための研鑽を図る時間が労働時間に
該当する場合があるが、医師の使命感からくる研鑽の意欲を削がず、
医療の質の維持・向上を図ることができるようにすることが重要であ
ること。

・ 出産・育児期の女性など時間制約のある医師が働きやすい環境を整え
る必要があること。

18

「医師の働き方改革に関する検討会」報告書（平成 １年３月 ）（抜粋）

精神障害に係る労災支給決定（認定）件数の推移

17
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病院勤務と労働契約

19

※ 使用者（病院）には、以下の義務もある。

・ 賃金の計算方法等は「就業規則」に記載しなけ
ればならない（労基法第 条）

・ 作成した就業規則を労働者に周知しなければな
らない 労基法第 条

○ 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対し
て賃金、 労働時間その他の労働条件を明示しなけ
ればならない 労働基準法第 条

○ また、法律で規定する一定の主要な労働条件につ
いては、労働条件通知書を交付するなど、必ず書面
で明示する必要がある

20

労労働働条条件件通通知知とと就就業業規規則則のの周周知知
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労働条件通知書ダウンロード

労労働働条条件件のの明明示示（（第第 条条第第 項項））

【【労労働働条条件件通通知知書書のの記記載載事事項項 】】

① 雇用期間・いつからいつまで

② 勤務地等・どこではたらくか

③ 業務内容・どんな仕事内容か

④ 勤務時間・シフト等の時間は

⑤ 休日休憩・何日か・何分か

⑥ 給料計算・時給･月給･交通費等

⑦ 支払時期・賃金の支払い日は

⑧ 退職解雇・辞める時の手続き

22

労働契約の
基本

労働契約とは、労働者が労働する 働く ことと、使用
者がその労働に対して報酬 給与 を支払うことをお互い
合意して約束すること。

労労働働契契約約ととはは・・・・・・

・ 労働契約は口頭でも成立するが、できる限り書面で確認を。

・ 給与や働く時間など一定の労働条件ににつついいててはは、使用者は、労
働者に対して書面で明示する義務がある 第 条第 項 。

・ 明示された労働条件が事実と相違する場合には、労働者は、即
時に労働契約を解除することができる（第 条第 項）

労働契約の
基本

21
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働働きき始始めめるるととききににはは・・・・・・

①① 労労働働条条件件通通知知書書を受け取りましょう。

②② 就就業業規規則則を確認しましょう。

○○労労働働条条件件はは、、雇雇用用契契約約期期間間のの長長短短にに関関わわららずず明明示示さされれまますす。。

○○臨臨時時のの短短期期間間のの診診療療応応援援のの場場合合もも適適用用さされれまますす。。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、
労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
労働基準法第 条 抜粋

常時 人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる
事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければ
ならない。 労働基準法第 条

労働契約の
基本

23

就就業業規規則則ととはは

就就業業規規則則のの例例：：厚厚生生労労働働省省ホホーームムペペーージジ「「モモデデルル就就業業規規則則ににつついいてて」」

就就業業規規則則とは、会社の労働条件や、決まり事を細か

く定めたルルーールルブブッッククです。
職場で合理的な内容が定められている就業規則が作られ、労働者に周知されてい

るときは、労働契約の内容は基本的にその就業規則に定める労働条件となります。

常時 人以上の労働者を使用する事業場では、就業規

則作成の義務があります。また、作成した就業規則に

ついては労労働働者者にに周周知知することも義務付けられてい

ます 労働基準法第 条、第 条 。

24

労働契約の
基本
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※ 仮に、労働契約、就業規則、労働協約等で、労働時間の範
囲が定められていたとしても、
客観的に使用者の指揮命令下に置かれているものと評価で

きる場合は、就業規則等で定める時間の範囲外であっても、
労働時間に該当する。

労基法上の労働時間とは、

× 「労働契約、就業規則、労働協約等により、

労働時間として一義的に定められた時間」の
ことではなく、

○○ 「使使用用者者のの指指揮揮命命令令下下にに置置かかれれてていいるる時時間間」

のことを指し、客観的に決定されるものとさ
れている。

26

労労働働時時間間ととはは

労働時間管理

25
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○○会会社社にに義義務務付付けけらられれたた準準備備・・後後始始末末ををすするる時時間間
→着用を義務付けられた服装への着替え、

業務に関連して行わざるを得ない清掃も労働時間
・ 「診療開始時刻 ≠ 始業時間」

○○院院内内でで緊緊急急時時にに備備ええてて待待っってていいるる時時間間
→「手待ち時間」も労働時間

○○研研修修・・教教育育、、会会議議・・委委員員会会等等へへのの出出席席
→強制・命令であれば労働時間

・ 任意出席の場合は、原則労働時間には当たらない
・ しかし欠席の場合に不利益に取扱うなら労働時間

労労働働時時間間
ととはは？？

使使用用者者のの指指揮揮命命令令下下にに
置置かかれれてていいるる時時間間

27

次の①～⑩は、通常労働時間と考えられる。

① 参加が義務付けられた会議に出席している時間
② 業務上必要で、事実上行うことを余儀なくされている作業前の準備や作業後の

片付け･掃除などの時間
③ いつでも取り掛かれるよう資材等の到着を待っている時間 手待時間
④ 昼食休憩時間中に来客･電話当番をしている時間
⑤ 事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間
⑥ 参加を実質的に強制されている教育･研修を受けている時間
⑦ 労働安全衛生法に定める安全衛生教育を受けている時間
⑧ 労働安全衛生法に定める特殊健康診断を受診するのに要する時間
⑨ 運転交代要員として乗務したものの助手席で休息･仮眠している時間
⑩ 電話等に応対しなければならない泊まり勤務中の仮眠時間

労労働働時時間間 ＝＝ 明明示示･･黙黙示示をを問問わわずず､､使使用用者者のの指指揮揮命命令令下下ににああるる時時間間

◆ 使用者の明示の指示があったか否かを問わない。
◆ タイムカードの打刻時間が、常に､そのまま労働時間になる
とは限らない。

労労働働時時間間っってて、、どどここかかららどどここままでで？？

28
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法定労働時間を超えて働かせられたら、割り

増しした賃金が支払われます。

法定労働時間を超えて労働させた時間が 箇箇月月にに

つついいてて 時時間間をを超超ええたた場場合合においては、その超え

た時間の労働については、通常の労働時間の賃金

の計算額の 割割以以上上のの率率で割り増しした賃金を支払

わなければならない。 労働基準法第 条

使用者が、法定労働時間を超えて労働させ、又は法定

休日に労働させた場合においては、その時間又はその日

の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の

計算額の 割 分以上 割以下の範囲内でそれぞれ政令

で定める率以上の率で割り増しした賃金を支払わなけれ

ばならない。 労働基準法第 条

30

法法定定労労働働時時間間

労働基準法第 条 労働時間

① 使用者は、労働者に休憩時間を除き 週間について 時間を超えて、労働
させてはならない。

② 使用者は、 週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き 日につい
て 時間を超えて、労働させてはならない。

＊ 特例措置：商業、映画･演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち 人未満の
労働者を使用するものは週 時間とされる。

法定労働時間は

日 時間

労働時間は、原則として

・ 週間に 時間
・ 日について 時間
を超えてはなりません

29
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割割増増賃賃金金のの率率

※ 年 月末まで、以下のような中小企業は適用が猶予されます
小売業：資本金 万円以下または従業員数 人以下
サービス業：資本金 万円以下または従業員 人以下
卸売業：資本金 億円以下または従業員数 人以下
その他：資本金 億円以下または従業員数 人以下

割割増増賃賃金金のの種種類類 割割増増率率

時間外労働
時間外月 時間以下 ％以上

時間外月 時間超 ※ ％以上

休日労働 ％以上

深夜業 ％以上

時間外＋深夜
時間外月 時間以下 ％以上

時間外月 時間超 ※ ％以上

休日労働＋深夜 ％以上

31

ななぜぜ法法律律でで決決ままっってていいるる時時間間をを超超ええてて残残業業ででききるるののかか

法律で１日や１週間の働く時間が決まっていますが、それを超えて働く

ことを完全禁止にすると、業務を遂行する上でやむを得ない事情が生じた

場合に対応できなくなるおそれがあります。そのため、我が国では労使間

の一定の手続きのうえで行う残業を認めるようにしています。

□□ 協協定定 一般に『サブロク協定』と称されます

• 法定労働時間を超え、または法定休日に労働をさせるためには、あらかじめ延長

できる時間数や、休日労働させることができる回数について「時時間間外外労労働働・・休休日日労労

働働にに関関すするる労労使使協協定定」」を締結しておくことが必要です。 労働基準法第 条

• 原則上限 月 時間・年 時間 時間の範囲内で協定を結ぶ必要があります。
※2019年 月 日 中小企業は 年 より改正労働基準法施行により上限を定め、これを超える残業はできなくなりました。

• 労使協定で定めた範囲を超える時間外、休日労働は違法です。
• 法定労働時間を超えて労働させたとき、法定休日に労働させたとき、深夜に労働

させたときは、その時間に対して、労働基準法 条により、それぞれに定められた

率で割割りり増増ししししたた賃賃金金をを支支払払うう必必要要があります。

32
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副業・兼業には、主たる勤務先からの派遣によるものと医師個人の希望に基づくものがある。

① 主たる勤務先（主に大学病院を想定）は派遣先における勤務を含めて、時間外・休日労働の上
限、連続勤務時間制限、勤務間インターバルを遵守できるようなシフトを組むとともに、主た
る勤務先・派遣先・個人の希望に基づく副業・兼業先でのそれぞれの労働時間の上限（通算し
て時間外・休日労働の上限規制の範囲内）を医師との話し合い等により設定しておく。

② 医師個人の希望に基づく副業・兼業については、上記のシフト・上限を前提に連続勤務時間制
限、勤務間インターバルを遵守できるように副業・兼業先の勤務予定を入れ、自己申告する。

※ ①・②のシフト・予定は、主たる勤務先及び副業・兼業先で突発的な業務が発生しても、あらか
じめ上限規制の範囲内で設定した労働時間の上限を遵守できるよう、ゆとりをもって設定する。

③ 副業・兼業先で突発的な業務の発生等により予定していた時間より長く勤務してしまった場合
には、適切な面接指導の実施、代償休息の付与等の観点から、随時、自己申告する。

④ ただし、あらかじめ設定した上限の範囲内で労働している場合であって、
・ （Ｂ・連携Ｂ・Ｃ水準適用で毎月面接指導が組み込まれている医師については）代償休息
が発生しない場合

・ それ以外の医師については、代償休息が発生しない、かつ、月の時間外・休日労働が 時
間以上になるおそれがない場合

には、翌月に か月分まとめての自己申告でもよい。

複数医療機関に勤務する医師における労働時間管理方法（例）

34

「医師の働き方改革の推進関する検討会」中間とりまとめ（令和２年 月 ）参考資料より

内の数値は、３か月を超え 年以内の変形労働時間制の場合

原 則（下記事情
がない場合）

時間外労働
① 月 時間 、
② 年間 時間

｢臨時的｣で
｢特別の事情｣
がある場合

時間外労働
① 年 時間以内
② 月 時間超は年 か月まで

時間外労働
＋休日労働

○ か月 時間未満

・・ 年 月から時間外労働の上限規制が施行。

・ 協定で締結する時間に上限が設定され、時間外労働は月 時間、

年間 時間まで（臨時的で特別の事情がある場合についても下表の

時間数が限度 とされている。

※中小企業は 年 月から

・加えて、 協定で締結する時間数に関わらず、以下も守る必要がある。

（この規制は、副業・兼業に係る労働時間も通算して守る必要がある。）

か月 時間未満／ ～ か月平均で月 時間以内

医師は、令和６（2024）年４月～
上限時間数は６ｐ参照

33

協協定定 ササブブロロクク協協定定 をを結結んんででもも、、無無制制限限にに残残業業ささせせらられれるる
わわけけででははなないい。。
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・本来業務の終了後などに宿直や日直の勤務を行う場合、当該宿日直勤務が断続的な労働と認められる場合には、行政官庁の許可
を受けることにより、労働時間や休憩に関する規定は適用されないこととなる。

○断続的な宿日直とは

・断続的な宿日直の許可基準は以下のとおり。
１．勤務の態様
① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に
備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。
② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又
は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。

２．宿日直手当
宿直勤務１回についての宿直手当又は日直勤務１回についての日直手当の最低額は、当該事業場において宿直又は日直の勤務
に就くことの予定されている同種の労働者に対して支払われている賃金の一人１日平均額の１／３以上であること。
３．宿日直の回数
許可の対象となる宿直又は日直の勤務回数については、宿直勤務については週１回、日直勤務については月１回を限度とすること。
ただし、当該事業場に勤務する 歳以上の者で法律上宿直又は日直を行いうるすべてのものに宿直又は日直をさせてもなお不足であ
り、かつ勤務の労働密度が薄い場合には、宿直又は日直業務の実態に応じて週１回を超える宿直、月１回を超える日直についても許
可して差し支えないこと。
４．その他
宿直勤務については、相当の睡眠設備の設置を条件とするものであること。

○断続的な宿日直の許可基準（一般的許可基準）※S22発基 号

35

断続的な宿日直の許可基準について

・医師等の宿日直勤務については、前記の一般的な許可基準に関して、より具体的な判断基準が示されており、以下の全てを満たす場
合には、許可を与えるよう取り扱うこととされている。
① 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
（通常の勤務時間が終了していたとしても、通常の勤務態様が継続している間は宿日直の許可の対象にならない。）

② 宿日直中に従事する業務は、前述の一般の宿直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限ること。
例えば以下の業務等をいう。
・ 医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等（軽度の処置を含む。以下同じ。）や、看護師等に対する指示、確認
を行うこと
・ 医師が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動
に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、確認を行うこと
・ 看護職員が、外来患者の来院が通常予定されない休日・夜間（例えば非輪番日など）において、少数の軽症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の
変動に対応するため、問診等を行うことや、医師に対する報告を行うこと
・ 看護職員が、病室の定時巡回、患者の状態の変動の医師への報告、少数の要注意患者の定時検脈、検温を行うこと

③ 宿直の場合は、夜間に十分睡眠がとり得ること。
④ 上記以外に、一般の宿日直許可の際の条件を満たしていること。

○断続的な宿日直の許可基準（医師、看護師等の場合）※R1基発 第８号

・宿日直中に、通常と同態様の業務（例えば突発的な事故による応急患者の診療又は入院、患者の死亡、出産等への対応など）がまれにあり得る
としても、一般的には、常態としてほとんど労働することがない勤務と認められれば、宿日直の許可は可能である（宿直の場合には、夜間に十
分な睡眠が取り得るものであることも必要。）。
・なお、許可を受けた宿日直中に、「通常と同態様の業務」をまれに行った場合、その時間については、本来の賃金（割増賃金が必要な
場合は割増賃金も）を支払う必要がある。

○ 宿日直中に通常勤務と同態様の業務が生じてしまう場合

※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、業務の種類等を限って得ることも可能（深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能）

※R1基発 第８号で業務の例示を現代化

※R1基発 第８号で取扱いを明記

36

断続的な宿日直の許可基準について

207



オンコールの取扱いについてオンコールの取扱いについて

 労労働働時時間間ととはは、、使使用用者者のの指指揮揮命命令令下下にに置置かかれれてていいるる時時間間ののここととををいいいい、、使使用用者者のの明明示示又又はは黙黙
示示のの指指示示にによよりり労労働働者者がが業業務務にに従従事事すするる時時間間はは労労働働時時間間にに当当たたるる。。※労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン（平成29年１月20日策定）

 オオンンココーールル待待機機中中にに実実際際のの診診療療がが発発生生ししたた場場合合、、当当該該診診療療にに従従事事すするる時時間間はは労労働働時時間間にに該該当当
すするる。。

 オオンンココーールル待待機機時時間間全全体体がが労労働働時時間間にに該該当当すするるかかどどううかかににつついいててはは、、オオンンココーールル待待機機中中にに求求
めめらられれるる義義務務態態様様にによよっってて判判断断すするる必必要要ががああるる。。

 オオンンココーールル待待機機中中にに求求めめらられれるる義義務務態態様様はは、、医医療療機機関関ごごとと、、診診療療科科ごごととにに様様々々でであありり、、
・・呼呼びび出出ししのの頻頻度度ががどどのの程程度度かか、、
・・呼呼びび出出さされれたた場場合合ににどどのの程程度度迅迅速速にに病病院院にに到到着着すするるここととがが義義務務付付けけらられれてていいるるかか、、
・・呼呼びび出出ししにに備備ええててオオンンココーールル待待機機中中のの活活動動ががどどのの程程度度制制限限さされれてていいるるかか、、

等等をを踏踏ままええ、、オオンンココーールル待待機機時時間間全全体体ににつついいてて、、労労働働かからら離離れれるるここととがが保保障障さされれてていいるるかか
どどううかかにによよっってて判判断断すするるももののでであありり、、個個別別具具体体的的にに判判断断さされれるるももののででああるる。。

 裁裁判判例例はは、、個個別別のの実実態態をを踏踏ままええてて、、労労働働時時間間にに該該当当すするるとと認認めめてていいるるもものの／／認認めめてていいなないいもも
ののにに分分かかれれてていいるる。。
※※ 医医師師ののオオンンココーールルににつついいててはは、、奈奈良良県県立立病病院院産産科科医医師師事事件件でで扱扱わわれれてていいるるがが、、当当該該事事

件件でではは、、産産科科医医間間のの自自主主的的なな取取組組にによよっっててオオンンココーールルがが行行わわれれてていいたたとと認認定定さされれたたこことと
かからら、、オオンンココーールル ににつついいてて明明示示又又はは黙黙示示のの業業務務命命令令がが認認めめらられれなないいととさされれたた。。

38

必必要要なな手手続続等等
 研鑽を行うことに

ついての医師の申
出と上司による確
認（その記録）

 通常勤務と明確に
切り分ける（突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等外形的に見
分けられる措置）

 医療機関ごとに取
扱いを明確化して
書面等に示し、院
内職員に周知する

必必要要なな手手続続等等
 研鑽を行うことに

ついての医師の申
出と上司による確
認（その記録）

 通常勤務と明確に
切り分ける（突発
的な場合を除き診
療等を指示しない、
服装等外形的に見
分けられる措置）

 医療機関ごとに取
扱いを明確化して
書面等に示し、院
内職員に周知する

医師の労働時間にかかる論点の取扱い（研鑽）医師の労働時間にかかる論点の取扱い（研鑽）

研鑽が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に置かれているかどうか」によ
り判断することとなる。現場における医師の研鑽の労働時間管理の取扱いについて、その考え方と、適
切に取り扱うための手続を通達で示している。

日勤帯
（所定
内労働
時間）

時間外に残って
研鑽を行ってい

る時間

例えば  医師の研鑽については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術

革新がなされており、そのような中、個々の医師が行う研鑽が労働であるか否か

については、当該医師の経験、業務、当該医療機関が当該医師に求める医療提供

の水準等を踏まえて、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を

現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。

※所定労働時間内において勤務場所で研鑽を行う場合は、当然に労働時間となる。

 労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識し得るよう、基本と

なる考え方を示すとともに、労働に該当するかどうかの判断を明確化するための

手続等を示す。

様々な実態
• 診療ガイドライン等の勉強
• 勉強会の準備、論文執筆
• 上司等の診療や手術の見

学・手伝い

研研鑽鑽のの類類型型 考考ええ方方・・手手続続

診療ガイドライ
ンや新しい治療
法等の勉強

• 業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による
指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。

学会・院内勉強
会等への参加や
準備、専門医の
取得・更新にか
かる講習会受講
等

• 左記の研鑽が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労働時
間外に自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一
般的に労働時間に該当しないと考えられる。

• ただし、研鑽の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされてい
る場合や、研鑽が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をしている場合は、労
働時間に該当する。

当直シフト外で
時間外に待機し、
手術・措置等の
見学を行うこと

• 業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指
示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間
に該当しないと考えられる。

• ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、ま
た、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する。

※ 「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方について」（令和元年７月１日付け基発 第９号）、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽
に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」（令和元年７月１日付け基監発 第１号）
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休日と休暇

39

休日を与える単位となる「週」とは日

曜から土曜の一週間 暦週 に限らず、継続

した 日間であれば足ります。

使用者 企業 は労働者に、毎週少なくとも

回の休日を与えなければなりません。

労働基準法第 条第 項

土日が休めるとは

限らない

休日とは、労働者が労働義務を負わな

い日をいいます。※土日祝日とは限りま

せん。

法法定定休休日日

40
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通通常常のの労労働働時時間間でで働働くく人人

勤勤続続年年数数 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月

付付与与日日数数 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日

労労働働時時間間がが短短いい者者 週週 時時間間未未満満 のの付付与与日日数数

週週所所定定 １１年年間間のの 勤勤続続年年数数

労労働働日日数数 所所定定労労働働日日数数 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月 年年 かか月月

日日 日日～～ 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日

日日 日日～～ 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日

日日 日日～～ 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日

日日 日日～～ 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日

有有給給休休暇暇のの日日数数

42

有有給給休休暇暇はは、、条条件件をを満満たたせせばば、、誰誰ででもも取取得得ででききまますす

誰誰ででもも取取得得→→学学生生アアルルババイイトトもも
所所定定労労働働日日数数がが少少ななくく、、所所定定労労働働時時間間がが短短いい場場合合
はは比比例例付付与与

使用者は、その雇入れの日から起算して 箇箇月月
間間継継続続勤勤務務し全全労労働働日日のの 割割以以上上出出勤勤した労働
者に対して、継続し、又は分割した 労労働働日日
の有給休暇を与えなければならない。

労働基準法第 条

41
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労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んでください」
労働者 使用者

そもそも、①の希望申出がしにくい
という状況がありました。
➔ 我が国の年休取得率：

（令和４年就労条件総合調査）

年次有給休暇の時季指定義務
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ（ ～

４４/１１
入入社社

１１００/１１ ４４/１１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取得時
季を指定しなければならない。

９９/３３００

（（例例））４４/１１入入社社
のの場場合合

年次有給休暇が年 日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、
そのうちの年５日について使用者が時季を指定して取得させることを義務づけ。

43

仕事と家庭・育児等の両立

44
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○日本では、出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多い。（Ｍ字カーブ）
特に、子育て期の女性において、労働力率と潜在的な労働力率の差が大きい。

○一方、アメリカやスウェーデン等の欧米先進諸国では子育て期における労働力率の低下はみられない。

女性の年齢別労働力率

46

日本では子育て期の女性の労働参加が欧米と比べて低い
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上

（％）

日本

アメリカ

イギリス

ドイツ

フランス

イタリア

スウェーデン

韓国

女性の年齢階級別労働力率（2020年）の国際比較

資料出所：（独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2022」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「 ～ 」は「 ～ 」のデータ、
スウェーデンの「 ～」は「 ～ 」のデータである。
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労働力率

潜在的労働力率

（資料出所）総務省「令和３年労働力調査」、「令和３年労働力調査（詳細集計）」

より、厚生労働省雇用環境・均等局作成

女性の年齢階級別労働力率と潜在的労働力率（2021年）

就業希望者数(女
性)：171万人

○ この点は医師についても同じである。
○ 「医師の健康が確保され、かつ医師自身がライフ
ステージや状況に合わせた選択」が出来る働き方
の実現が求められている。

日本は人口減少社会であり、女性や高齢者、その他
多様な人材が、その持てる能力を十分に発揮して働
くことが欠かせない。

そのため、多様な働き方が可能な社会、仕事と生活
の両立など、個々人の仕事以外の事情とも両立可能
な働き方を実現していく必要がある。

多多様様なな働働きき方方

45
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育児休業取得率（男女比）

男性の育
児休業取
得率30％
（2025年
度）が政府
目標※

※少子化対策大綱、第４次男女共同参画基本計画など

数値出典：雇用均等基本調査 47

２．働き方改革の議論を契機とした、今後目指していく医療提供の姿

（労働時間管理の適正化）

（労働時間短縮を強力に進めていくための具体的方向性）

（医師の健康確保等勤務環境改善の方向性）
○ 医師の健康確保のためには、
・ 長時間労働の是正はもちろん必要であるが、それだけでなく、
・ 連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保等による睡眠時間の確保、
・ 一人ひとりの医師の健康状態を確認しながら勤務させること、
が重要である。

（女性医師等が働きやすい環境の整備の推進）
○ さらに、働き方と保育環境等の面から、医師が働きやすい勤務環境を整備

していくことが重要である。連続勤務時間制限等の導入により、勤務時間
に制約のある医師もチームの一員として重要な役割を担うことによって、
働く意義にもつながっていくと期待される。勤務時間に制約のある医師で
も働きやすい環境整備をすることにより、就労意欲のある医師が就労すれ
ば、医師数の確保にもつながっていく。

（医療機関の取組を加速化するための支援の方向性）

（上手な医療のかかり方を実現するための取組の方向性） 48

「医師の働き方改革に関する検討会」報告書（平成 １年３月 ）（抜粋）
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産前休業 出産前 週間 ＊労働基準法第 条第 項

軽易業務転換 妊婦対象 ＊労働基準法第 条第 項

産後休業 原則産後 週間 ＊労働基準法第 条第 項

育児時間 日 回、各少なくとも 分 ＊労働基準法第 条第 項

育児休業原則子が 歳に達するまで ＊育児・介護休業法第 条

育児短時間勤務制度 原則 時間とする ＊育児・介護休業
法第 条第 項

母性健康管理の措置 妊産婦対象 ＊男女雇用機会均等法第
条・第 条

※ 多胎妊娠の場合は 週間

※ 産後 週間経過後に、本人が請求し、医師が支障がないと認めた業務には就業可

妊妊娠娠・・出出産産・・育育児児 にに関関すするる制制度度

50

妊妊娠娠・・出出産産・・育育児児 にに関関すするる制制度度

性性別別にによよるる差差別別をを受受けけるるここととななくく、、誰誰ももがが安安心心ししてて妊妊娠娠・・出出産産・・育育児児ででききるるこことと

仕事か家庭かの二者択一ではなく、男女ともに、仕事と育児等とを両立しなが

らいきいきと働き続けることができる社会の実現が求められています。

「女性は採用しない」「女性は重要なポストにつけない」といった性別による

差別的な取扱いは、男女雇用機会均等法により禁止されています。

また、妊娠･出産･育児に関し、労働基準法や育児･介護休業法で、休業する権利

を保障し、健康保険法、雇用保険法では、休業中の賃金を補てんするために現金

給付の規定を設けています。

なお、男女雇用機会均等法や育児･介護休業法で、婚姻、妊娠、出産、育児休業

等を理由にした解雇等の不利益な取扱いを禁止しています。

『妊娠を理由として契約を更新しない』、
『産休を理由としてパートに身分変更をする』等は法違反です。
育児休業や育児短時間勤務等の制度は男性も利用できます。
『男性医師の育児休業は認めない』等も法違反です。

日本では職場において女性の力が十分に発揮できていない

状況にあり、企業等が女性活躍の推進に取り組む必要があります。

男女ともに個人の能力を発揮し、仕事と育児等の両立ができる

職場が求められており、それは医療業においても同様です。
49
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妊娠
判明

産前
６週間

出産
（予定）日

産後
８週間 １歳

１歳
６ヶ月 ３歳 就学

所所定定労労働働時時間間のの短短縮縮措措置置等等
【原則】短時間勤務制度（１日の所定労働時間が６時間以下）

〈〈短短時時間間勤勤務務制制度度をを講講じじるるここととがが困困難難とと認認めめらられれるる業業務務のの代代替替措措置置〉〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所所定定労労働働時時間間のの短短縮縮措措置置等等
【原則】短時間勤務制度（１日の所定労働時間が６時間以下）

〈〈短短時時間間勤勤務務制制度度をを講講じじるるここととがが困困難難とと認認めめらられれるる業業務務のの代代替替措措置置〉〉
・育児休業に関する制度に準じる措置
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業時間を繰り上げ、繰り下げる制度（時差出勤）
・保育施設の設置運営、その他これに準ずる便宜の供与

所所定定外外労労働働のの制制限限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

所所定定外外労労働働のの制制限限
・労働者の請求で、所定労働時間を超える労働を禁止
・１回につき、１月以上１年以内の期間で、何回も請求できる

時時間間外外労労働働・・深深夜夜業業のの制制限限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

時時間間外外労労働働・・深深夜夜業業のの制制限限
・労働者の請求で、制限時間（１ヶ月２４時間、１年１５０時間）を超える労働を禁止
・時間外労働の制限は、１回につき１月以上１年以内の期間で、何回でも請求できる
・労働者の請求で、午後１０時から午前５時における労働を禁止
・深夜業の制限は、１回につき１月以上６月以内の期間で、何回でも請求できる

子子のの看看護護休休暇暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

子子のの看看護護休休暇暇
・病気・けがをした子の看護、予防接種・健康診断を受けさせるために、取得できる
・子供１人の場合年に５日、２人以上の場合年に１０日が付与される（時間単位で利用可）

妊娠・出産・育児期の両立支援制度

軽易業務への転換軽易業務への転換

産前休業産前休業

坑内業務・危険有害業務の就業制限坑内業務・危険有害業務の就業制限

妊婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

産婦の時間外・休日労働・
深夜業の制限

男性は子の出生
日（又は予定日）
から取得可能

男性は子の出生
日（又は予定日）
から取得可能

始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置始業時刻の変更等、又はそれに準ずる措置

所定労働時間
の短縮、又はそ
れに準ずる措

置

所定外労働の
制限、又はそれ
に準ずる措置

：労基法上の制度

：育介法上の制度

：育介法上の努力義務

：均等法上の制度

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

育児時間
（１日２回 各３０分以上）

産後休業産後休業

育児休業、
又はそれに準ずる措置

育育児児休休業業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

育育児児休休業業
（一定の場合、最長２歳まで取得可）

２歳

育児目的休暇育児目的休暇

母性健康管理の措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）母性健康管理の措置（保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保、指導事項を守ることができるようにするための措置）

出出生生時時育育児児
休休業業（（産産後後
パパパパ育育休休））

出出生生時時育育児児
休休業業（（産産後後
パパパパ育育休休））
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ハハララススメメンントト防防止止対対策策

職場におけるパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関する

ハラスメントを防止するため、以下の措置を講じることがすべての事業主に義務付けら

れています。

１．事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

２．相談（苦情を含む）に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

３．職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応

４．併せて講ずべき措置（プライバシーの保護、不利益取扱の禁止）

例えば、以下のようなケースはハラスメントにあたります。

・妊娠を報告したら「妊娠するなんて無責任だ。医者に向いていないから辞めろ。」と

言われた。

・育休の取得を申し出たら「医者のくせに育休をとるのか。どれだけ迷惑がかかるかわ

かっているのか。」と言われた。

参考：ハラスメント対策総合情報サイト「あかるい職場応援団」
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「「ええるるぼぼしし」」ママーーククはは、、女女性性活活躍躍推推進進のの取取組組にに積積極極的的なな企企業業がが

取取得得ででききるる認認定定ママーーククでですす。。

行動計画を策定し、女女性性のの活活躍躍推推進進に関する状況等が優良 平均勤続年数

において、男女差が少ないことや、女性管理職割合が一定以上であること

等 な場合に厚生労働大臣の認定を受けられるものです。

ささららにに積積極極的的なな企企業業のの証証！！

えるぼし認定を受けた企業のうち、女性の活躍推進に関する状況等が
特に優良な企業を認定するマークとして「プラチナえるぼし」があり
ます。

54

～～ええるるぼぼしし・・ププララチチナナええるるぼぼししママーーククととはは～～

詳詳ししくくはは▶▶▶▶
「「女女性性のの活活躍躍推推進進企企業業デデーータタベベーースス」」

53

仕仕事事とと家家庭庭のの両両立立
男男女女労労働働者者がが育育児児やや介介護護とと仕仕事事をを両両立立ししてて働働きき続続けけるるここととががででききるるよよううににすするる
たためめのの制制度度ととししてて、、育育児児休休業業、、介介護護休休業業等等のの制制度度ががあありりまますす。。

育育児児 介介護護

休休業業 育育児児休休業業（（1歳歳未未満満のの子子ににつついいてて原原則則２２回回ままでで、、
特特別別なな事事情情ががああるる場場合合はは最最長長２２歳歳ままでで））、、育育児児
休休業業給給付付

介介護護休休業業（（要要介介護護状状態態のの家家族族1人人ににつついいてて通通算算93
日日のの範範囲囲内内でで合合計計３３回回ままでで））、、介介護護休休業業給給付付

短短時時間間勤勤務務等等 原原則則６６時時間間のの短短時時間間勤勤務務（（3歳歳未未満満のの子子ににつついい
てて））

３３年年のの間間でで２２回回以以上上利利用用ででききるる短短時時間間勤勤務務等等（（要要
介介護護状状態態のの家家族族ににつついいてて））
事事業業主主にに次次ののいいずずれれかかのの措措置置をを講講じじるるここととをを義義務務
付付けけ
①①短短時時間間勤勤務務②②フフレレッッククススタタイイムム制制③③始始業業・・終終業業時時
刻刻のの繰繰上上げげ・・繰繰下下げげ④④介介護護費費用用のの援援助助措措置置

所所定定外外労労働働のの
制制限限

残残業業免免除除（（3歳歳未未満満のの子子ににつついいてて）） 残残業業免免除除（（要要介介護護状状態態のの家家族族ににつついいてて介介護護がが終終
わわるるままでで））

休休暇暇 看看護護休休暇暇（（小小学学校校就就学学前前のの子子ににつついいてて年年5日日、、
2人人以以上上年年10日日、、１１日日ままたたはは時時間間単単位位））

介介護護休休暇暇（（要要介介護護状状態態のの家家族族ににつついいてて介介護護がが終終
わわるるままでで年年5日日、、2人人以以上上年年10日日、、１１日日ままたたはは時時間間
単単位位））

時時間間外外労労働働・・
深深夜夜業業のの制制限限

時時間間外外労労働働月月24時時間間、、年年150時時間間以以内内、、深深夜夜
業業のの禁禁止止（（小小学学校校就就学学前前のの子子ににつついいてて））

時時間間外外労労働働月月24時時間間、、年年150時時間間以以内内、、深深夜夜業業のの
禁禁止止（（要要介介護護状状態態のの家家族族ににつついいてて介介護護がが終終わわるるまま
でで））

不不利利益益取取りり扱扱
いいのの禁禁止止

上上記記制制度度のの利利用用ななどどをを理理由由ととすするる不不利利益益取取りり扱扱
いいのの禁禁止止

上上記記制制度度のの利利用用ななどどをを理理由由ととすするる不不利利益益取取りり扱扱いい
のの禁禁止止
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～～くくるるみみんんママーーククととはは～～

くるみんマークは、子育て支援に積極的に取り組む企業など

への認定マークです。

行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するな

どの一定の要件を満たした場合に「子育てサポート企業」とし

て厚生労働省の認定を受けられるものです。

ささららにに積積極極的的なな企企業業のの証証！！

くるみん認定を既に受け、両立支援の制度の導入や利用が進み、高

い水準の取組を行っている企業を認定するマークとして「プラチナく

るみん」があります。

55

相談窓口の紹介

56
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労労働働基基準準監監督督署署
（（労労働働時時間間相相談談・・支支援援ココーーナナーー））
労労働働基基準準監監督督署署
（（労労働働時時間間相相談談・・支支援援ココーーナナーー））

都都道道府府県県労労働働局局都都道道府府県県労労働働局局

産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（各各種種支支援援））
こここころろのの耳耳相相談談（（相相談談対対応応ななどど））
産産業業保保健健総総合合支支援援セセンンタターー（（各各種種支支援援））
こここころろのの耳耳相相談談（（相相談談対対応応ななどど））

働働
きき
方方
改改
革革
推推
進進
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー

働働
きき
方方
改改
革革
推推
進進
支支
援援
セセ
ンン
タタ
ーー

テテレレワワーークク相相談談セセンンタターーテテレレワワーークク相相談談セセンンタターー

労働時間・年次有給休暇に関するお問い合わせ
例 ・ 協定のことが分からない

・労働時間管理のことが分からない

労働時間・年次有給休暇に関するお問い合わせ
例 ・ 協定のことが分からない

・労働時間管理のことが分からない

同一労働同一賃金に関するお問い合わせ
例 ・何を気を付ければ良いか教えてほしい
同一労働同一賃金に関するお問い合わせ
例 ・何を気を付ければ良いか教えてほしい

労働者の産業保健対策に関するお問い合わせ
例 ・医師の面接指導を受けたい

・メンタルヘルスについて相談したい

労働者の産業保健対策に関するお問い合わせ
例 ・医師の面接指導を受けたい

・メンタルヘルスについて相談したい

働き方改革の取組に関するお問い合わせ
例 ・何を行えば良いか分からない
働き方改革の取組に関するお問い合わせ
例 ・何を行えば良いか分からない

テレワークのお問い合わせ
例 ・テレワークの導入方法を教えてほしい
テレワークのお問い合わせ
例 ・テレワークの導入方法を教えてほしい

相相談談内内容容にに関関すするる支支援援先先一一覧覧

都都道道府府県県労労働働局局都都道道府府県県労労働働局局
仕事と家庭の両立に関するお問い合わせ
例 ・育児休業について教えてほしい
仕事と家庭の両立に関するお問い合わせ
例 ・育児休業について教えてほしい

57
※医療機関からの医療従事者の勤務環境改善に関するお問合せについては、「医療勤務環境改善支援センター」をご案内しています。

※ これらの他、主に第１部講師の方の講義準備やディスカッションの材料として、以下のリンクに
「その他参考資料」を掲載しています。  
  主な内容は、 
 ・医師の働き方改革の実態や趣旨・目的に関する資料 
 ・医師の働き方改革に関する医療機関の取組事例 
となっています。必要に応じてご活用ください。 

【「その他参考資料」掲載先】 
「いきいき働く医療機関サポートWeb」の「国の施策情報」 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/ 
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 厚生労働省においては、医療機関において、医師及び医療従事者の皆さまへ、医師の働き

方改革の趣旨及び制度内容を周知するために用いることのできる、解説スライド「医師の

働き方改革～患者さんと医師の未来のために～」を作成し、「いきいき働く医療機関サポー

ト Web」に掲載しています。 

  

こちらの解説スライドは、 

 

 

 

 

  

から構成されております。医師の働き方改革の趣旨等の必要な事項を掲載しつつ、一つ一

つのスライドはイラストを多く用い、文章を簡潔にまとめ、初めて医師の働き方改革等に

触れる方にも、非常にわかり易い内容になっています。 

医師及び医療従事者に対する説明の際だけでなく、医学生に講義をする際の講師の事前

学習の際などにも、非常に参考となる資料です。 

医学生向けの労働法講義の実施の際などに、是非一度、こちらの解説スライドもご覧く

ださい。  

    

 

 

 
 

  

 医師の働き方改革の制度等説明に当たって 
～説明スライド等のご紹介～ 

コラム5 

・我が国の医療と医師の働き方           

・制度の基本について～基本的な労働法制～   

・制度の基本について～医師の特別則～     

・タスク・シフト/シェア

 

・現場を支える副業/兼業のために

          ・働き方を守る様々な法制度 

・医師のプロフェッショナリズム

  

 

 

 

 

 

 

４項目：「医療機関での周知に使える医師の働き方改革解説スライド」 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/information/explanation 
 

解説スライド掲載先URL 

・制度の基本について～医師の健康を守る

働き方～
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「いきいき働く医療機関サポートWeb」（通称：いきサポ）について 

「医師の働き方改革～患者さんと医師の未来のために～」を掲載している「いきサ
ポ」には、この他にも、医師の働き方改革を学ぶための制度解説動画、マンガ、eラー
ニングや、勤務環境改善に取り組む医療機関の事例など、医師の働き方改革に関する
様々な情報発信を行っていますので、ご活用ください。  

 

 

  

いきいき働く医療機関サポート Web（いきサポ） 

https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/ いきサポ   検索 

220


